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今後予定されていることは、以下の通りです。
～労働分野～
４月：年度更新の申告時期の変更
　労働保険料の年度更新時期が申告、納付期限が変更になります。具体的な期日等は４月頃にご連絡いたします。
４月：労災保険料率の変更
　労災保険の料率が変更になります。すでに公表されているので、知りたい方はご連絡ください。

平成22年４月：労働基準法の改正
　①時間外労働の割増賃金率の引上

　　１ヶ月60時間を超える時間外労働については、割増賃金を5割に引上げます。但し、中小企業※は、当分の間猶予されます。


　②年次有給休暇の時間単位の取得
　　事業場で労使協定を締結すれば、１年に５日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

～社会保険分野～

１月：出産育児一時金の支給額の改正
　被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、産科医療補償制度※に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
※産科医療補償制度は、妊婦の皆様が安心してお産できるように、医療機関等が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
１月：75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例

　75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と後期高齢者医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されます。
４月：国民年金の月額保険料の変更

月額１４，６６０円　です。

４月：７０歳以上75歳未満の一般所得者の自己負担割合見直しの凍結
70歳～74歳の方の一部負担金については、平成20年度に引続き、平成21年度も自己負担金の引き上げが凍結され、平成22年3月31日まで1割負担です。
９月分：厚生年金、保険料率の変更

1000分の157.04に変更。（※現在1000分の153.5）この場合、個人・会社負担は1000分の78.52となります。
　変更になるという情報だけで、詳しい内容が発表されていないこともあります。　

決まりましたら、事務所ニュースで取り上げてまいります。
　裁判員として裁判に参加することは、公民権の行使にあたります。

公民権の行使に対する特別休暇は、有給と定めている会社が多いようです。いざ裁判員となる従業員がでてきた場合、適切に対応できるよう、一度、就業規則を見直してみるとよいでしょう。

就業規則の参考例を挙げておきます。
第○○条　裁判員又はその候補者として、事前に従業員本人から請求があった場合、裁判員休暇を与える。

　(1)裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき

　(2)裁判員もしくは補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき

　2.休暇を請求しようとする場合は、裁判員候補者通知を受けた後、速やかに、会社へ裁判所から交付される証明書を添付して申し出るものとする。また、裁判員および補充裁判員に選任された場合も同様とする。

　3.休暇を取得する者は、休暇に入るまでの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。

この後4.で、先月号でお話した有給、無給の旨を規定します。

　4ーア.前項の休暇期間は無給とする。

4ーイ.前項の休暇期間は所定労働時間勤務したものとして扱う。

　4ーウ.前項の休暇期間は、出勤率等の計算においては所定労働時間勤務したものとして扱う。ただし、法の規定に基づき、日当の支給を得た場合には、給与から日当に相当する額を控除して支給するものとする。

　ところで、派遣労働者が裁判員となった場合、派遣先が休暇を認めなければいけません。（労働者派遣法第44条第２項）
　しかし、この日については、派遣料金の支払をしなければいけないということはありませんし、別の労働者の派遣を求めることも可能と考えられます。

Ｑ＆Ａなぜなにどうして？

Ｑ；当社では、年次有給休暇をとらない社員に対して、年次有給休暇の買い上げを行なっています。これは労働基準法上問題があると聞いたのですが本当でしょうか？
Ａ；年次有給休暇（以下「年休」）を買い上げる、とは、労働基準法で定められた年休権を、金銭を支払うことによって消滅させることを意味します。
　労働基準法において年休をとる意味は、労働者の休養やそれによって活力を養成するという点にあります。
　年休の買い上げを認めてしまうことは、労働者の休養等を実現することができなくなってしまう、ということにつながります。従って、労働基準法上、年休の買い上げは原則として禁止されています。

　しかし、以下の２つの場合、年休の買い上げが認められています。
①実際に退職する段階で消化されていない年次有給休暇が残存している場合

②年休権が時効により消滅した場合

　　年休権は、使用者が時効を援用した場合には、２年で消滅します。このような場合に年休の買い上げを認めてもよいことになっています。
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～講演会のお知らせ～


　日時：2月12日(木) 10:00～12:00


　講演内容


　　①「裁判員制度と企業の対応」


　　　講師：伊藤愛彦弁護士


　　②「退職金制度と千葉県の退職金事情について」


　　　講師：上野卓爾


　※場所等、詳しいことは決まり次第改めてご連絡いたします。





※猶予される中小企業


　　ア．資本金の額または出資の総額が


　　　小売・サービス業 5000万円以下


　　　卸売業　１億円以下


　　　上記以外　３億円以下


または、


　　イ．常時使用する労働者数が


　　　小売業　５０人以下


　　　サービス・卸売業１００人以下


　　　上記以外　３００人以下





裁判員制度に伴う会社の対応②
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今後予定されていること
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